白老町立特別養護老人ホーム「寿幸園」指定管理者募集要項
１　趣旨

　　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例‘（平成17年条例第47号）に基づき、白老町立特別養護老人ホーム寿幸園（以下寿幸園という。）の管理運営を指定管理者に行わせるため、下記のとおり指定管理者の募集を行います。

２　公募の概要

（1） 施設名称

白老町立特別養護老人ホーム寿幸園

（2） 指定期間

平成24年4月1日から平成29年3月31日まで

（3） 指定管理者の公募及び選定方法

指定管理者の選定に当たっては、白老町指定管理者候補者選定委員会において、応募書類の書類審査及び必要に応じて面接審査を行い、選定基準に基づき指定管理者候補者を決定します。

（4） 選定結果等の通知及び公表

選定結果は、応募書類を提出して応募者に速やかに通知します。

また、選定の結果は、白老町のホームページへの掲載等により公表します。

（5） 協定の締結

白老町は議会の議決後に指定管理候補者を指定管理者として指定し、協定を締結します。

（6） 問い合わせ先

白老町役場　生活福祉部健康福祉課保健福祉グループ
電　話：０１４４－８２－５５４１

　　　ＦＡＸ：０１４４－８２－５５６１
　　　E-mail：fukusi＠town.shiraoi.lg.jp

３　施設の概要

（1） 所在地　　　　：白老町東町4丁目6番8号

（2） 開設年月日　　：昭和46年4月1日

（3） 改築竣工年月日：平成19年2月

（4） 定員　　　　　：入所50人、短期入所10人

（5） 建物の概要

・施設規模：鉄筋コンクリート造１階
・敷地面積：35,918㎡

・延床面積：2,998㎡

・渡り廊下：50㎡

・施設内容

居室（1人部屋60室）、浴室、洗濯乾燥室、医務室・看護師室、相談室、リネン洗濯室、厨房、会議室兼研修室、事務室、宿直室、便所、車庫

・施設平面図等：別紙のとおり

４　指定管理者が行う業務（詳細は、別紙「白老町寿幸園指定管理者仕様書」を参照）

（1） 施設の維持及び管理

（2） 条例第3条に定める事業の計画及び実施

（3） 上記業務に附随する業務

５　利用料金に関する事項

　　白老町寿幸園においては、地方自治法第244条の2第8項に定める利用料金制度を採用するため、指定管理者は、利用者が支払う利用料金を自らの収入とすることができます。利用料金は白老町が条例で定める使用料の額と同額とします。

６　管理運営に要する経費

（1） 管理経費の支払について

　　施設の管理運営に関する一切の経費は、利用料金その他の収入をもって当てるものとします。

（2） ホテルコスト（居住費）の取扱いについて

　　指定管理者は、事業を実施するにあたり、寿幸園の居室等の提供を行うことに伴い必要となる費用として使用者から収受する、いわゆるホテルコストのうち、施設・設備の取得に要した居住費（光熱水費を除く）に相当する額を、白老町に支払うことになります。

（3） 修繕・改修等

1 管理施設の大規模な修繕、改造、増築等に係る費用については、白老町の負担とし、
日常の管理業務で発生する警備な修繕等に係る費用については、指定管理者の負担とします。

2 修繕等により生じた更新施設等は、すべて白老町に帰属するものとします。

（4） 備品

1 白老町が備え付ける基本備品は、別紙仕様書で定めるとおりとし、指定管理者に無
　償で貸与する。また、経年劣化等による備品の更新に係る費用及び指定管理者の責任により滅失、又は毀損した備品の補充については、指定管理者が負担することとします。
なお、指定管理者の負担により備品を補充した場合についても、その備品は白老町に帰属するものとします。

2 仕様書に記載されている備品以外の物品で、指定管理者が必要とするものは、指定
　管理者の負担で調達する。なお、調達した物品については、指定管理者に帰属するものとします。

（5）事故・災害等

1 施設そのものの欠陥や地震等の天災により事故・火災等が発生した場合は、当該事

故等の処理に要する費用については、白老町の負担とします。

2 指定管理者の故意又は過失により、白老町又は第三者に損害を与えた場合は、その
賠償費用は指定管理者の負担とします。

なお、指定管理者においては、白老町が必要と認める損害賠償責任保険に加入していただきます。

3 指定期間中の物価変動、金利変動、税制改正その他の法令改正等に伴う経費の増加
等は指定管理者の負担とします。
（6） 行政財産の目的外使用について

　　指定管理者が自らの提案に基づいた自動販売機の設置等の自主事業を行うに当たっては、行政財産の目的外使用許可の使用料の支払が必要となります。
（7） その他の事項については、別に締結する協定に定めるところによります。

７　応募に関する事項

（1） 応募者

1 応募資格

　　白老町内で、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設を概ね2年以上運営している社会福祉法人

2 応募者の制限

法人又は代表者が次の者に該当する団体は、応募することができません。

ア　法律行為を行う能力を有しない物

イ　破産者で復権を得ない者

ウ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項（同項を準用する場合を含む。）の規定により白老町における一般競争入札の参加を制限されている者

エ　地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
オ　指定管理者の指定を管理の委託契約とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条（同条を準用する場合を含む。）又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

カ　国税及び地方税を滞納している者

（2） 応募書類

　　申請にあたっては、以下の書類を2部提出期間内に町に提出してください。

　　なお、町長が必要と認めるときは、追加資料の提出を求めることがあります。

1 白老町指定管理者指定申請書（様式第1号（第3条関係））

2 応募資格を有していることを証する書類

ア　法人登記簿の謄本

イ　納税証明書（法人住民税、消費税及び地方消費税）

3 管理業務の事業計画書（様式第2号（第4-1関係））

（以下の点について盛り込んだものを作成すること。）

ア　施設の管理に係る基本方針、事業目標等

イ　指定計画内の年度ごとの業務計画書

ウ　業務の具体的な実施要領（維持管理業務計画、防災・安全管理計画、利用促進計画（目標稼働率）、事業計画、再委託の予定、白老町内の企業等の活用計画等）

エ　人員体制（職員配置計画、勤務形態、勤務条件、人材育成・研修計画等）

4 管理に係る収支計画書（様式第3号（第4-1関係））

5 申請者の概要（様式第1号（様式4-1関係））

6 団体の経営状況を説明する書類

ア　前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類
イ　前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

ウ　現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類

7 団体の活動内容等を記載した書類

ア　定款若しくは寄付行為又はこれらに相当する書類

イ　事業報告書又はこれらに相当する書類

ウ　役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書　

　類

（3） 募集期間

　　　平成23年9月5日から平成23年10月4日

（4） 応募書類提出期限
　　　提出期間：平成23年10月5日

　　　提出先　：白老町役場　生活福祉部健康福祉課保健福祉グループ
（5） 応募法人説明会の実施

　　　説明会開催日時：平成23年9月7日　午後3時00分
　　　開催場所　　　：白老町役場会議室

　　　※なお、説明会に出席する団体は、出席する旨を開催日の前日までに電話にて連絡してください。

　連絡先：白老町役場　生活福祉部健康福祉課保健福祉グループ

電　話：０１４４－８２－５５４１

（6） 募集に関する質問

　　　受付期間：平成23年9月5日から9月12日

　　　質疑方法：質疑の用紙を簡潔にまとめ、文書により提出してください。

　　　提出先　：白老町役場　生活福祉部健康福祉課

　回答　　：回答は質疑の日から10日以内に文書で回答します。

（7） 留意事項
　ア　接触の禁止

　　　選定委員会委員、本町職員並びに本件関係者に対して、本件提案についての接触を禁じます。接触に事実が認められた場合には、失格となる場合があります。

　イ　応募書類の取扱い

　　　町に提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。
　ウ　提案内容の変更の禁止

　提出された書類の内容を変更することはできません。

　エ　虚偽の記載をした場合の無効

　　　応募書類に虚偽の記載があった場合は、その応募は無効とします。
　オ　費用負担

　　　応募に関して必要となる費用は団体の負担とします。
　カ　応募の辞退

　　　応募書類を提出した後に辞退する場合には、応募辞退届を提出してください。

８　選定方法及び基準

（1） 選定方法

　　白老町指定管理者候補者選定委員会において、書類審査を実施し、同委員会の審査結果を受け、白老町が候補者を決定します。

（2） 面接審査

　　書類審査の結果、必要に応じて面接審査及び実地調査を行います。面接を実施する法人には日時、場所については後日連絡します。

（3） 選定基準

　　指定管理者候補者の選定は、以下の選定基準に基づく採点方式により審査選定を行います。

1 町民の平等な利用が確保されること。

ア　公の施設としての町民の平等な利用を前提とした運営方針となっているか

イ　すべての利用者に対して公正中立な対応が可能な計画となっているか

2 管理業務の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

ア　施設の設置目的に合致した運営方針となっているか

イ　施設の維持管理業務計画が適切か

ウ　非常事態に対応し得る防災・安全管理計画となっているか

エ　有効かつ具体的な事業計画となっているか

オ　有効かつ具体的な利用促進計画となっているか

カ　利用者の声を把握する方法とサービスへの反映方法、事業評価の仕組みが適切　　　

　か

キ　豊富で良好な類似事業の実績があるか

ク　施設の設置目的に照らして効果的な自主事業の実施計画となっているか

3 管理業務の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び

能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
ア　団体の組織及び財務状況が健全であるか

イ　管理を安定して行うことが可能な職員配置計画となっているか

ウ　配置職員の勤務形態及び勤務条件は適正か
エ　配置職員の人材育成・研修計画が適正か

オ　再委託の方法は適切か

カ　再委託、物品の調達等について、白老町内の企業等の積極的な活用に配慮がなされているか

キ　職員の雇用等については、適切な配慮がなされているか

4 管理に係る収支計画書の内容が、施設の管理費用の縮減が図られるものであること

ア　利用料金収入見込みは適切か

イ　利用料金の設定額は適切か

ウ　支出計画は適正か

5 その他

ア　入所者等に対する継続的な処遇を確保できること

９　選定結果

　　選定の結果については、平成23年10月下旬までに申込者に文書で通知します。また、白老町のホームページに選定結果の概要を掲載し公表します。

１０　選定後について

（1） 指定手続

　　選定法人については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する議案を白老町議会に提案し、議決後に指定管理者として指定します。

（2） 協定の締結

　　ア　仮協定の締結

　　　　指定管理者の候補者が決定した後、速やかに町と指定管理者間において仮協定を締結します。

　　イ　基本協定の締結

　　　　指定管理者の指定議案が議会において可決された後、平成24年1月中に本協定書を締結します。
（3） その他

　　　白老町議会の議決を経るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者候補者としての資格を取り消すことがあります。

　　　なお、町議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合においても、当該施設にかかる業務及び管理の準備のために支出した費用等については一切補償しません。

　　　また、指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために本町が行う指示に従わないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、指定管理者の指定を取り消し、もしくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。

１１　その他

（1） 管理の基準（白老町寿幸園の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基
本的事項）

1 白老町個人情報保護条例の規定により、施設の管理を行うに当たって保有する個人
情報の取扱いに関しては、白老町と同等の責務が課せられます。

2 白老町情報公開条例の規定により、情報公開の努力義務が課せられます。

3 環境への配慮について

　　管理業務を行うに当たっては、次のような環境への配慮に留意してください。

　ア　電気･水道等の使用に当たっては、極力節約に努めること。

　イ　ゴミの減量・リサイクルに努めること。

　ウ　清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。

　　エ　自動車等を使用する場合は、次の事項に留意すること。
（1） 極力、低公害車等環境に負荷の少ない車輌を使用すること。

（2） 環境に負荷の少ない運転をすること。

（3） アイドリングストップを徹底するなど燃料の節約に努めること。

4 管理業務の履行において使用する商品・材料等は、極力環境に配慮したものを使用
すること。

（2） その他

1 関係法令及び条例、規則の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

2 指定管理者は、施設の管理運営に関する業務の全部又は一部について第三者に委託
し、又は請負わせてはなりません。ただし、調理、清掃、警備等の管理運営業務の目的を損なわない業務についてはこの限りではありません。

3 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

4 管理業務を行うに当たり、再委託、物品の調達を行う場合は、白老町の企業等の積
極的な活用に努めること。

白老町立特別養護老人ホーム「寿幸園」指定管理者業務仕様書

１　施設の管理業務に関する基本的方針

　白老町「寿幸園」の管理運営に当たっては、次の基本方針に沿って行うこと。

（1） 白老町の公の施設であることを常に念頭におき、町民の福祉の増進に努め、町民の公平な利用に供するような管理運営を行うこと。

（2） 施設の設置目的である介護保険法の介護福祉施設サービス、短期入所生活介護にかかるサービスの提供に資するよう適切な管理運営を行うこと。

（3） サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう管理運営を行うこと。

（4） 施設利用者や地域住民の声を常に把握し、施設の管理運営に反映させること。

（5） 最小の経費で最大の効果を挙げるよう管理運営の効率化に努めること。

２　施設の維持管理に関する業務

（1） 施設、設備等の維持に関する管理

施設、設備等の維持管理業務の実施に当たっては「寿幸園」が公の施設であること

に鑑み、関係法令の規定に基づき、施設、設備等の全般の機能を良好に維持管理し、運営すること。

清掃業務、警備業務、保守点検業務等の標準的な内容は、別紙1のとおりとする。

1 清掃業務

　清掃業務の実施に当たっては、施設の快適な環境を保つため、日常及び定期清掃並びに廃棄物収集処理等を行うこと。

2 警備業務

施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止する

ことにより、財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な管理運営を行うこと。

3 施設及び設備の保守点検業務

　　施設等の全般の機能を良好に維持管理するために、法的点検その他必要な点検業務を実施すること。

4 修繕等

施設管理上のトラブルが原因で施設利用者等の利用に支障が生じることがないよ

う、施設及び設備全般について、破損、故障等が発生した場合又は短期間のうちに確実に破損、故障等が発生すると見込まれる場合は、速やかに修繕等を行うこと。また、修繕等を行うに当たっては、緊急に実施する必要のある場合を除き、事前に白老町の承認を得ること。

なお、修繕等を行った場合は、実施内容について白老町に報告し、貸与する施設の

図面に該当する部分がある場合には、これらの図面に反映させるとともに、使用した設計図、完成図等の書面を白老町に提出すること。

5 備品管理

白老町が備え付ける備品は指定管理者として選定された法人と協議の上決定する

こととし、施設利用者等の利用に支障が生じることのないよう、常に保守点検を行うとともに、不都合の生じた備品については、随時修繕を行うこと。

また、指定管理者と白老町は、備品について物品使用貸借契約書を締結するものと

する。

なお、備品の購入及び廃棄については、事前に白老町と協議することとする。

6 外構緑地管理

敷地内の植木については、美観の保持、利用者の安全、防犯及び近隣への配慮という観点から、剪定、除草、病害虫防除、養成等適切な維持管理を行うこと。

（2） 防災業務

地震、火災、風水害等の災害及び事故による傷病等が発生した場合に迅速かつ的確

な対応ができるよう、防災計画を定めるとともに、日頃から訓練を行い、利用者、職員等の安全確保を図ること。また、災害等の緊急事態が発生した場合には、被害が最小になるよう迅速かつ最善の対応をとるとともに、直ちに白老町に報告すること。

施設の利用者等の急な傷病等に適切に対応できるよう、近隣の医療機関と連携し、

緊急時には的確な対応を行うこと。

３　事業の計画及び実施並びに施設利用者等に関する業務

（1） 介護保険法の介護福祉施設サービス及び短期入所生活介護にかかるサービスの提供

に関する業務

（2） 利用料金の収受等に関する業務

（3） 施設及び施設利用者の保健衛生等に関する業務

（4） 施設の秩序維持に関する業務

（5） その他白老町「寿幸園」の設置目的を達成するために必要な業務

４　管理業務に附随する業務

（1） 事業報告

　　指定管理者は、以下の報告書類を協定で定めるところにより提出するほか、白老町が要求する報告書類については、適宜提出すること。

1 毎年度終了後に提出する報告書類

ア　当該年度の管理業務の事業実績報告書（白老町「寿幸園」の利用状況、利用料金の収入状況、修繕工事の実施状況等）

イ　当該年度の管理に係る収支決算書

ウ　当該年度の法人の経営状況を説明する書類（収支（損益）計算書、貸借対照表等）

2 毎月終了後に提出する報告書類

　　当該月の管理業務の事業実績報告書（白老町「寿幸園」の利用状況、利用料金の収入状況、修繕工事の実施状況等）

（2） 広報業務

指定管理者は、施設のPRや情報提供のため、白老町と連携しながら、必要な広報

業務を行うこと。

（3） 人材育成

　　　管理業務の従事者に対して業務上必要とされる研修、指導教育を実施し、管理に支

障が及ばないよう万全を期すること。

（4） 利用者の要望・苦情処理

　　　施設の管理に関して施設利用者その他の町民からの要望、苦情等は指定管理者において迅速かつ適切に対応し、随時白老町に報告すること。また、白老町になされた要望、苦情等の対応上必要と認めるときは、指定管理者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。

（5） 利用者等へのアンケートの実施及び業務の改善

指定管理者は、施設利用者及び来園者へのアンケートを実施するなどして、利用者

等の意見・要望を把握し、業務改善等管理運営に反映するよう努めること。

なお、アンケート結果及び業務改善状況については、随時白老町に報告すること。

また、適宜事業評価を実施し、業務の改善に努めること。

（6） 白老町及び関係機関との連絡調整

1 白老町との連絡調整

管理業務は、後日、白老町と締結する協定に基づき実施することとなるが、協定書

に定めのない事項及び管理上疑義を生じた場合は、白老町と協議の上、これを決定するものとする。なお、施設の管理運営に係る各種規定、要綱、マニュアル等を作成する場合は、白老町と協議すること。

2 関係機関との連絡調整

　　施設の管理業務の遂行に当たっては、利用者団体、地元町内会等との良好な関係を維持するとともに、必要に応じ連絡調整を行うこと。

（7） 引継ぎ業務

　　　　指定管理者は指定期間の満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継ぎ書等を作成し、新たな指定管理者との間で、速やかに業務引継ぎを行うこと。また、新旧指定管理者は、業務引継ぎの完了を示す書類を取り交わし、その写しを白老町に提出すること。

（8） 自主事業の実施

　　　指定管理者が自動販売機を設置する等、自らの提案に基づき自主事業を実施する場合は、白老町「寿幸園」の設置目的を踏まえて計画し、施設利用者等が利用しやすい料金を設定すること。

　　　なお、飲食・販売等の事業を行うために必要な設備等の設置は、行政財産の目的外使用となることから、白老町に対し、別途使用許可申請を行うとともに規則等に基づき使用料を支払うこと。

（9） その他白老町「寿幸園」の管理業務に附随する一切の業務。

別紙　１

【１　清掃業務】

　指定管理者は、施設の快適な環境を保つため、日常及び定期清掃並びに廃棄物収集処理等を行うことを責務とする。

　なお、清掃業務については、第三者へ業務委託することを妨げない。

《清掃業務内容》

（1） ごみ回収業務

（2） 除塵清掃業務

（3） 除菌清掃業務

（4） トイレ等清掃業務

（5） 浴室清掃業務

（6） ワックス清掃業務

（7） 扉・壁等の清掃業務

（8） 窓ガラス及び網戸清掃業務

（9） 定期消毒業務

《清掃業務に当たっての留意事項》

（1） 業務の遂行に当たっては、施設利用者の利用の妨げとならないようにすること

（2） 清掃用品等については、環境に配慮したものを使用し、常に清潔を保つこと

（3） 盗難、火災予防等に十分注意し、作業終了後は、窓や扉等の施錠及び火の元を確認すること

（4） 汚物、血液等、感染性の恐れがあるものについては、十分殺菌すること。また、その際は、必ず手袋を着用すること。

【２　警備業務】

　　指定管理者は、施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止することにより、財産の保全と人身の安全を図るため、日常及び夜間並びに祝祭日における警備等を行うことを責務とする。

　　なお、夜間及び祝祭日における警備業務については、第三者へ業務委託することを妨げない。

《警備業務内容》

（1） 電話及び来客等の対応に関する業務

（2） 施設内の巡回及び防災関連の器具、戸締り、施設等の点検に関する業務

（3） 郵便物等の収受に関する業務

（4） 施設内の温度調節等に関する業務

（5） 病人、災害等発生等、緊急時の対応及び関係各所への通報に関する業務

（6） 冬季間の玄関前等施設敷地内の除雪に関する業務

《警備業務に当たっての留意事項》

（1） 施設の性格を理解し、社会福祉の精神に則り、施設利用者等のいたわり対応すること

（2） 関係者への必要事項の連絡を的確に行うこと

（3） 業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない

【３　保守点検業務】

　指定管理者は、施設等の全般の機能を良好に維持管理するために、法定点検その他必要な保守点検業務を行うことを責務とする。

　なお、保守点検業務については、第三者へ業務委託することを妨げない。

《保守点検業務》

（1） 消防用設備等の点検に関する業務

（2） 火災・非常通報用設備等の点検に関する業務

（3） 水道、受水槽等の水質検査及び清掃に関する業務

（4） ボイラー設備の点検に関する業務

（5） その他法令等により必要とされる保守点検業務

《保守点検業務に当たっての留意事項》

（1） 業務の遂行に当たっては、施設利用者の利用の妨げとならないようにすること

（2） 点検により異常が認められた際は、直ちに関係各所へ通報し、必要な措置を講ずること
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